
船舶事故調査報告書 

令和２年８月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 令和元年１２月２７日 ０６時５０分ごろ 

発生場所 阪神港堺泉北第５区助松ふ頭第２号岸壁 

 泉北大津東防波堤灯台から真方位１２５°８６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３１.２′ 東経１３５°２３.７′） 

事故の概要  自動車渡船はっこう２１は、着岸作業中、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 令和２年３月９日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

自動車渡船 はっこう２１、２,１８７トン 

 １３６４５１、有限会社三原汽船（船舶管理人） 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 左舷中央部外板に凹損 

岸壁 船体塗料付着 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風速 約１０m/s（最大瞬間風速 約

２２.１m/s）、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 泉大津市には、令和元年１２月２６日１６時０５分に強風注意報及

び波浪注意報が発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長ほか８人が乗り組み、船長が船橋で入港操船に当た

り、船首を南西方に向け出船左舷着けとする目的で、西風が強いので

操船を支援するタグボート１隻を右舷船尾に配置し、右舷錨を投下し

て右回頭を行った後、後進しながら岸壁に平行に接近中、船体が岸壁

方向に圧流されて左舷中央部が岸壁に衝突した。 

船長は、タグボートを要請した頃、西風が約１０m/s であったので

タグボート１隻で着岸できると思い、タグボート２隻を使用していな

かったが、１隻では操船支援としては不足で、２隻のタグボートを要

請すべきであったと本事故後に思った。 

分析 本船は、強風注意報及び波浪注意報が発表され、風速約１０m/s の

西風が吹く状況下、左舷着けで着岸作業中、タグボート２隻は必要な

いと思い、タグボート１隻のみを使用して岸壁に接近したことから、

船体が岸壁方向に圧流され、左舷中央部が岸壁に衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、本船が、強風注意報及び波浪注意報が発表され、風速約

１０m/s の西風が吹く状況下、左舷着けで着岸作業中、タグボート２

隻は必要ないと思い、タグボート１隻のみを使用して岸壁に接近した



ため、船体が岸壁方向に圧流され、左舷中央部が岸壁に衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・強風下で離着岸作業を行う場合、風の影響を考慮して必要な数の

タグボートを配置すること。 

 


